
 

 

防府市防災士養成講座認定研修受講受験補助金交付要綱 

 

令和６年９月１９日制定 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の自主防災組織の防災活動を支援するため、市民が

防災士養成講座認定研修に要する経費に対して補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「防災士養成講座認定研修」とは、山口県が実施す

る「山口県自主防災アドバイザー養成研修（基礎編）」及び研修後に行われる

「防災士資格取得試験」をいう。 

 （補助金の交付） 

第３条 市長は、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金交付対象となる者は、以下のすべてを満たす者とする。 

（１） 自主防災組織等の活動促進に寄与する意思があること 

（２） 防災士資格取得の意思があること 

（３） 自治会長等からの推薦を受けた者であること 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。 

(１) 防災士教本に要する費用 

(２) 防災士資格取得試験受験料 

(３) 防災士認証登録料 

２ 前項の規定にかかわらず、本要綱の定める補助金以外の補助金の適用を受

ける場合は、補助対象経費から除くものとする。 

（補助金の金額） 

第６条 前条第１項に該当する補助金の額は、その全額とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、防災士養成講座認定研修受講受



 

 

験補助金申請書（第１号様式）により受講日又は受験日の１０日前までに市

長に申請しなければならない。 

 （補助金の交付の決定） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、当該申請が適正

であると認めたときは、補助金の交付を決定し、防災士養成講座認定研修受

講受験補助金交付決定通知書により申請者に通知する。 

 （交付申請の取り下げ） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、補

助金の交付申請を取り下げようとするときは、防災士養成講座認定研修受講

受験補助金交付辞退届出書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第 10 条 交付決定者は、防災士養成講座認定研修の受講又は受験後、速やか

に防災士養成講座認定研修受講受験報告書（第３号様式）に次に掲げる書

類を添えて市長に報告しなければならない。 

 (１) 補助対象経費の支払いが完了したことが確認できる書類 

 (２) 防災士資格取得試験の合格者にあっては防災士証の写し 

(３) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第 11 条 市長は、前条の報告があったときは、これを審査し、交付すべき補助

金の額を確定するとともに、防災士養成講座認定研修受講受験補助金確定通

知書により、交付決定者に通知する。 

 （補助金の請求） 

第 12 条 前条の規定による補助金の確定通知を受けた者は、防災士養成講座認

定研修受講受験補助金請求書（第４号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 （補助金の交付） 

第 13 条 市長は、前条の規定による請求があったときは、３０日以内に補助金

を交付するものとする。 

 



 

 

（補助金の交付の取消し等） 

第 14 条 市長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段により補助金の交

付に係る決定を受けたと認められるときは、その全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

（補助金の返還） 

第 15 条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金を交付しているときは、その者に対して期限を定めてその

返還を請求するものとする。 

 （補助金の交付を受けた者の責務） 

第 16 条 補助金の交付を受けた者は、自らが居住する地域の自主防災活動等の

貢献に努めなければならない。 

 （その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年９月１９日から施行する。 

    



 

 

第１号様式（第７条関係） 

年 月 日 

 

（宛先）防府市長 

 

（申請者） 住所 

      生年月日 

      氏名 

      連絡先電話番号（   -    -    ） 

 

防災士養成講座認定研修受講受験補助金申請書 

 

 防府市防災士養成講座認定研修受講受験補助金の交付を受けたいので、防府

市防災士養成講座認定研修受講受験補助金交付要綱第７条の規定により申請し

ます。 

 



 

 

 

第２号様式（第９条関係） 

 

年  月  日 

 （宛先）防府市長  

 

（申請者） 住所 

      生年月日 

      氏名 

      連絡先電話番号（   -    -    ） 

 

 

防災士養成講座認定研修受講受験補助金交付辞退届出書 

 

  年  月  日付け 指令防防災第  号で補助金の交付を決定さ

れた防災士養成講座認定研修受講受験補助金について、下記のとおり辞退しま

す。 

記 

辞 退 理 由  

 



 

 

第３号様式（第１０条関係） 

年  月  日 

 （宛先）防府市長  

（申請者） 住所 

      生年月日 

      氏名 

      連絡先電話番号（   -    -    ） 

 

防災士養成講座認定研修受講受験報告書 

 

 防災士養成講座認定研修を受講（受験）しましたので、防府市防災士養成講

座認定研修受講受験補助金交付要綱第１０条の規定により報告します。 

 

記 

１ 添付書類 

 (１) 補助対象経費の支払いが完了したことが確認できる書類 

 (２) 防災士証の写し（防災士資格取得試験の合格者のみ） 

 (３) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



 

 

第４号様式（第１２条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）防 府 市 長  

 

        （申請者） 住所 

      生年月日 

      氏名 

      連絡先電話番号（   -    -    ） 

 

防災士養成講座認定研修受講受験補助金請求書 

 

 令和  年  月  日付け 指令防防災第       号で補助金額を

確定された防災士養成講座認定研修受講受験補助金について、防府市防災士養

成講座認定研修受講受験補助金交付要綱第１２条の規定により請求します。な

お、補助金の交付は、下記口座に振込をお願いします。 

 

記 

 

１ 請求金額 

補助金請求額              円 

交 付 確 定 額 円 

 

 

    【口座振替依頼の方は、下記の枠内に記入してください。】 

≪ 債権者コード ≫      

振  込  先 

金 融 機 関 名 

 
銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・支所・出張所 

口座番号･種別        １:普通  ２:当座 

口 座 名 義 

カ タ カ ナ で 

記 入 願 い ま す 

 

 

 


